
保険料の概要

保険料の概要・保険料率の決め方について

医療費の総額

医療費の
一部負担
（窓口負担）

+

医療給付費

保険料率の決め方

保険料は、医療分と子ども分の合計となります。それぞれ被保険者が等しく負担する

『均等割額』と、前年の所得に応じて負担する『所得割額』を合計して算出しています。広

島県の場合、均等割額と所得割額の比率は４８：５２となっています。

保険料率は、２年ごとに見直しが行われ、今回の改定は令和８・９年度分となります。な

お、子ども分の保険料率については、子ども・子育て支援金制度が令和８年度から令和１

０年度にかけて段階的に構築されることとなるため、令和９年度に改定されます。

医療分として必要な額
約１，１６１億円

均等割額
４８％

所得割額
５２％

約５５７億円／
全被保険者数

約６０４億円／
全被保険者の
所得金額

均等割額
５５，０９０円

所得割率
９．９３％

子ども分として必要な額
約１４億円

均等割額
４８％

所得割額
５２％

約６．７億円／
全被保険者数

約７．３億円／
全被保険者の
所得金額

均等割額
１，３３７円

所得割率
０．２５％

医療分は、医療費（窓口負担を除く部分）の一部を賄うために、お支払いいただくもので

す。医療費の約１割を医療分で賄い、その他の財源は、現役世代（７５歳未満の方）から

の支援金（約４割）、公費負担（約５割）となっています。

また、子ども分は、こどもや子育て世帯を支援する事業の費用に充てられます。


